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第１章 経営戦略策定の趣旨 

 

 公営企業を取り巻く経営環境は，今後の急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少

や保有する施設の老朽化に伴う更新需要の増大など厳しさを増しており，工業用水道事

業においては，産業構造の変化や受水事業者による水利用の合理化等により，全国的に

工業用水の需要が低迷し，事業経営は年々厳しさを増している状況にあります。 

 このような中，総務省からの通知により，各公営企業が将来にわたって住民生活に重

要なサービスの提供を安定的に継続することが可能となるよう，中長期的な経営の基本

計画である経営戦略の策定を要請されています。 

本県の工業用水道事業は，鹿児島臨海工業地帯１号用地，２号用地に立地する企業に

低廉な工業用水を安定的に供給するため，平成 31 年４月に鹿児島臨海工業用水道事業

（永田川施設）から鹿児島臨海第２期工業用水道事業（万之瀬川施設）に事業運営を完

全移行しました。 

新施設への移行にあたっては，今後の水需要に見合った施設規模とすることで効率化

を図るとともに，安定的な事業運営に向けた段階的な料金改定を行ったところですが，

将来にわたって安定的な事業継続が図られるよう，令和３年度から 12 年度までの 10 年

間を計画期間とする経営戦略を策定しました。 

令和７年度に令和３年３月の策定から５年目を迎えることから，「経営戦略策定・改

定ガイドライン」を踏まえて改定を行い実効性のある経営戦略とするものです。 
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第２章 鹿児島県工業用水道事業の概要 

 

 (1) 事業の沿革 

本県の工業用水道事業は，鹿児島臨海工業地帯２号用地に立地する企業に工業用水  

を供給するため，二級河川永田川水系永田川（鹿児島市）を水源とする鹿児島臨海工業用水

道事業（永田川施設）として昭和 47 年度から給水を開始し，その後造成された１号用地へ

も昭和 55年度から給水を開始しました。 

また，１号用地に立地する企業の水需要の増加に対応するため，昭和 57 年 10 月に二級

河川万之瀬川水系万之瀬川（南さつま市）を水源とする鹿児島臨海第２期工業用水道事業

（万之瀬川施設）の建設に着手し，鹿児島市水道局との共同施設（取水施設及び導水施設）

が平成元年６月に完成しました。 

工業用水の浄水・配水施設等の整備については，企業立地の状況を勘案しながら，工業用

水の需要見込みの目途が立つまで延期していましたが，永田川施設の老朽化や安定的な水

量確保の観点等から，平成 25 年６月に万之瀬川施設への移行を決定し，平成 28 年度に鹿

児島市平川地区の浄水・配水施設の建設に着手しました。 

平成 30 年９月から，給水を永田川施設から万之瀬川施設へ段階的に移行し，平成 31 年

４月に事業運営を万之瀬川施設に完全移行しています。 

 

 (2)  事業概要 
 

   事 業 名     鹿児島臨海第２期工業用水道事業 

   水  源  二級河川万之瀬川水系川辺ダム 

   水 利 権  20,000㎥／日（鹿児島市水道局：55,000㎥／日） 

   給水能力  18,600㎥／日 

   給水区域  鹿児島臨海工業地帯１号用地，２号用地 

   給水先数  44先（令和７年４月１日時点） 

   契約水量  15,859㎥／日（令和７年４月１日時点） 

   契 約 率  85.3％（契約水量／給水能力） 
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 (3) 施設の概要 

 
① 取水施設・導水施設 

  取水施設及び導水施設は，鹿児島市水道

局との共同事業として建設した共同施設で

す。 
  共同施設の維持管理等は鹿児島市水道局

に委託して実施しています。 

 
 【所在地】 

    南さつま市加世田川畑 
 
 

 
 取水方式 
 

 
 取水門方式による自然流下取水 

 
 最大取水量 
 

 
 75,000㎥/日（鹿児島市：55,000㎥/日，工業用水：20,000㎥/日） 

 

取 

水 

施 

設
 

 
沈砂池 
 

 
 W.6m×L.31m×２池 

 
天日乾燥床 
 

 
 W.13m×L.24m×２床 

 
導水ポンプ 
 

 
 吐出量17.36㎥／分×全揚程102m×出力420kw×４台 

 

導 
水 

施 

設
 

 
導水管 
 

 
 1,000mm×11,271.4m 

 
導水トンネル 
 

 
 幅1.8m･高さ1.95m×1,324.5m，幅2.0m･高さ2.30m×8,197.9m 

 
（延長） 
 

 
（20,793.8m） 

 
付帯施設 
 

 
 越原接合井，岩屋沈砂排泥池，平川分水井 

 

 

② 浄水施設・配水施設 

  浄水施設・配水施設は，県の工業用水道 

事業単独施設であり，平成 31 年４月に事業

運営を永田川施設から完全移行しました。 
  施設の維持管理や改修等は，県工業用水道

部で実施しています。 

 
  【所在地】 

    鹿児島市平川町 
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 給水方式 
 

 
 自然流下式 

浄

水 

施 

設
 

 
沈殿池 
 

 
 W.11.8m×L.22.6m×２池 

 
天日乾燥床 
 

 
 W.9.5m×L.24.0m×３床 

 
配水池 
 

 
 W.15.5m×L.20.0m×２池 

配

水
 

管
 

 
２号用地 
 

 
 100mm～600mm×4,347m 

 
１号用地 
 

 
 300mm～600mm×14,202m 

 
平川～１号用地 
 

 
 400mm×2,185m 

 

 

 

③ 川辺ダム 
  川辺ダムは，万之瀬川の治水機能と併せ

て，工業用水や水道用水を安定的に確保す

るため，河川管理者である県，鹿児島市水道

局と共同で建設した多目的ダムです。 

    平成14年度に完成したダムの維持管理や 

改修等は河川管理者に委託して実施してい 

ます。 
 
【所在地】 
  南九州市川辺町神殿 

 
 
 型 式 
 

 
 重力式コンクリートダム 

 
 ダム高 
 

 
 53.5m 

 
 堤頂長 
 

 
 147.0m 

 
 湛水面積 
 

 
 0.23㎢ 

 
 総貯水容量 
 

 
 2,920,000㎥ 

 
 有効貯水容量 
 

 
 2,460,000㎥ 
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(4) 料金 

  条例において料金を定めており，将来にわたって安定した給水を確保するため，責任水

量制を採用しています。 

責任水量制は，契約水量の全部又は一部を使用しなかった場合でも，契約水量を使用し

たものとみなして料金を徴収し，契約水量を超えて使用した水量については，超過使用水

量として超過料金を徴収します。 

万之瀬川施設への移行に伴う施設整備費や移行後に必要となる維持管理費を賄い工業

用水道事業を安定的に運営していくため，平成 26 年 12 月に料金改定に係る条例改正を

行いました。 

この料金改定については，受水事業者の経営への影響をできるだけ緩和することを目的

に，平成 27 年度から令和３年度にかけて３段階で行ったところです。 

 
   ○  １㎥当たりの料金 

                                                                   （税抜） 
 

区  分 
 

 
平成27年４月から 

 
平成31年４月から 

 
令和３年４月から 

 
基本使用料 

 

 
32円／㎥ 

 
40円／㎥ 

 
45円／㎥ 

 
超過使用料 

 

 
64円／㎥ 

 
80円／㎥ 

 
90円／㎥ 

 

(5) 契約水量の推移 

     契約水量は，昭和 59 年度末の 20,372 ㎥／日をピークに，平成 12年度までは横ばいで

推移していましたが，その後，受水事業者における製造原料の転換や消費者の嗜好・  

需要の変化に伴う生産縮小等の影響により，大幅に減少してきました。 

   近年においては，平成 21 年度以降，緩やかな減少が続いていましたが，平成 30 年度

に再生可能エネルギーの導入に係る大口の変更増契約があったことから大幅に増加しま

した。 

   令和７年４月１日時点での契約水量は 15,859 ㎥／日で，給水能力に対する契約率は

85.3％となっています。 

 
契約水量の推移 

※ 契約水量は年度末時点の数値。ただし，令和７年度は４月１日時点の数値 
  

14,240
13,995 14,041

14,220

18,361 18,375

17,255

16,655 16,618

16,108 16,064
15,859

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R３ R４ R5 R6 R7
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(6) 組織 

    知事部局との併任職員を配置することで，工業用水道事業特別会計が人件費を支弁す

る職員は４名となっており，必要最小限の人員により事業を運営しています。 

 
 
 
   工業用水道部組織図（令和７年４月１日現在） 

 

 
 

鹿児島県知事 
 
  
 
工業用水道部長（併任） 
 
  
 

次長（併任） 
 
  

   
工業用水課長（併任）  

 
課長補佐（支弁）  

 
管理係（併任）      

     
  

技術補佐（支弁） 
 

  
業務係（支弁２）  

 

 

 

 (7) 経営健全化に向けた主な取組状況 

  ① 収益確保に係る取組 

ア 万之瀬川施設への移行に伴い不要となった永田川施設取水場，及び浄・配水場跡

地を一般競争入札により売却し，収益の確保を図りました。 
 

イ これまでに給水区域内のテナントビル事業所等を除く立地企業を対象に，個別訪

問による工業用水の需要調査を実施し，需要が高いと思われる企業に対して積極的

に営業活動を行うなど新規契約の獲得に努めています。 
 

ウ 平成 14 年度から 24時間給水を開始して工業用水の利便性向上に努めています。 
 

エ 受水事業者の御理解・御協力を得て，平成 27 年度から令和３年度にかけて段階

的な料金改定を行いました。 

 

    ② 経費削減に係る取組 

ア 平成 14 年度の給水運転制御システム等の導入により，効率的な施設運用が可能

となったことから，職員数を削減して経費削減を図っています。 
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イ  万之瀬川施設への移行により，工業用水の需要量に見合った施設規模にダウンサ

イジング（給水能力：29,000 ㎥/日→18,600 ㎥/日）するとともに，浄水・配水場の

敷地の特性を活かして機械設備等の設置を必要最小限とするなどして建設費や施

設の維持管理費等の削減を図っています。 
 

③ 関係機関等との連携 

ア 本事業の経営状況や工業用水の水質等に関する情報提供と工業用水の利用向上

や経営健全化に向けた受水事業者との意見交換を目的とする事業所説明会を毎年

開催しています。 
 

イ 県の企業誘致担当部局等を構成員とする内部検討会を設置し，新規立地企業に関

する情報収集に努めるとともに，必要に応じて関係部局と連携して新規契約の獲得

に取り組んでいます。 
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第３章 経営状況 

 

(1) 収益的収支 

① 収益的収入（収益） 

ア 収益の大部分を占める給水収益は，平成 27 年度からの段階的な料金改定の実施

や，平成 30 年度の契約水量の変更増契約により増加しましたが，ここ数年は概ね横

ばいで推移しています。 
 

イ 令和元年度及び令和２年度の「固定資産売却益」は，永田川施設取水場跡地の売

却益です。 

 

② 収益的支出（費用） 

ア 万之瀬川施設への移行に伴い，令和元年度以降は減価償却費が大幅に増加してい

ます。 
 

イ 令和元年度及び令和３年度には永田川施設の撤去工事費用に係る資産減耗費が

大幅に増加しています。 

 なお，永田川施設の処分は令和３年度に完了したことから，令和４年度以降の費

用合計は減少しています。 
 

③ 純損益 

戦略目標である「令和４年度以降の単年度純損益の黒字化」については３年連続で

達成しています。 
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H27 H28 H29 H30 R元 R2 R３ R４ R5 R6

（単位:百万円）

凡例
事業収益
事業費用

○収益的収支の推移

給水収益 長期前受金戻入 固定資産売却益 その他
委託料 その他総係費 減価償却費 資産減耗費 営業外費用



- 9 - 

 

(2) 資本的収支 

① 資本的収入 

ア 平成 27 年度から令和元年度までの企業債は，浄水・配水施設の整備費用の財源

とした借り入れたものですが，万之瀬川施設への移行に係る新たな企業債の借入は

令和２年度で終了しました。 
 

イ 令和元年度及び令和２年度の「その他」は永田川施設取水場跡地の売却収入（帳

簿価格）です。 
 

ウ 令和３年度以降，企業債の新たな借り入れはありません。 
 

② 資本的支出 

ア 浄水・配水施設の整備は概ね平成 30年度で完了したことから，令和元年度以降，

建設改良費は，大幅に減少しています。 
 

イ 令和２年度以降，企業債償還金が増加しています。 
 
 

 

  

0
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1,000

1,200
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H27 H28 H29 H30 R元 R2 R３ R４ R5 R6

（単位:百万円）

凡例
資本的収入
資本的支出

○資本的収支の推移

企業債 工事負担金 その他
建設改良費 企業債償還金
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(3) 資金収支 

① 資金収支 

令和元年度及び令和２年度に，永田川施設取水場及び浄・配水場跡地を売却したことか

ら，資金収支は大きく黒字となりましたが，企業債償還額が増加していることから，令和

５年度以降，資金収支が赤字となっています。 
 

② 資金残高 

令和５年度以降，資金残高は減少傾向にありますが，令和６年度末で資金残高が約

11.6 億円あることから，資金不足の恐れはありません。 

 

 

 
【参考】決算の推移（Ｒ元～６年度抜粋） 

（単位：千円） 
 

区  分 
 

 
R元年度 

 
R２年度 

 
R３年度 

 
R４年度 

 
R５年度 

 
R６年度 

収益的収支 
(単年度純損益) 

 
▲46,068 

 
571,620 

 
▲31,873 

 
50,203 

 
31,911 

 
29,771 

 
資本的収支 

 

 
▲7,417 

 
125,784 

 
▲83,204 

 
▲122,722 

 
▲181,973 

 
▲183,193 

 
資金収支 

 

 
113,230 

 
767,666 

 
▲11,678 

 
23,101 

 
▲54,832 

 
▲57,984 

 
資金残高 

 

 
493,725 

 
1,261,392 

 
1,249,714 

 
1,272,815 

 
1,217,983 

 
1,159,999 

 

  

▲ 200
▲ 100
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（単位:百万円）

凡例

○資金収支・資金残高の推移

資金収支 資金残高
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(4) 経営分析 
 

  

① 経常収支比率 
 

 
 

② 流動比率 
 

 
 

  

  

③ 契約率 
 

 
 

④ 料金回収率 
 

 
 

  

  

⑤ 自己資本構成比率 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】 

 総務省 工業用水道事業経営指標 

 総務省 地方公営企業等決算の概要 
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 ○経営指標の比較・分析 

指 標 全国平均との比較分析 
① 経常収支比率 

 
 
 
 

・令和元年度においては，万之瀬川施設への移行に伴う永田川施設
の処分費用や減価償却費の増加により，経常収支比率は65.6％に
まで減少しています。 

・令和４年度以降は，料金改定による給水収益の増加や永田川施設
の処分費用の減少等により改善し，100％を上回っています。 

②  流動比率 
 

・100％を大きく上回っており，短期的な債務に対する支払能力に問
題はありません。 

③  契約率 
 
 

・令和元年度に契約水量が大幅に増加したこと，万之瀬川施設への
移行により施設のダウンサイジング化が図られたことから，令和
元年度以降の契約率は全国平均を大幅に上回る状況となっていま
す。 

④  料金回収率 
 
 
 

・令和３年度まで100％を下回っていましたが，料金改定に伴う供給
単価の増加などにより，令和４年度以降，100％を超えています。 

 ⑤ 自己資本構成  
比率 
 

・県単独の浄水・配水施設の整備費の財源として借り入れた企業債(
固定負債）の増加などにより，全国平均より低い状況となってい
ます。 

 
 
 ○各指標の算定式及び考え方 

指 標 算 出 式 指標の意味・分析の考え方 

① 経常収支比率 

 

経常収益 

 

 
×100 

 
・給水収益等の収益で，施設の維持管理
費や支払利息等の費用をどの程度賄え
ているかを表す指標。 

・100%未満の場合は，単年度収支が赤字
であることを示しているため，経営改
善に向けた取組が必要。 

 

経常費用 

② 流動比率 

 

流動資産 

 

 
×100 

 
・１年以内支払うべき債務に対する支払
能力を表す指標。 

・当該指標が100%を上回っている場合で
も，流動負債が増加傾向にある場合は,
将来の見込みも踏まえた分析が必要。 

 

流動負債 

③ 契約率 

 

契約水量 

 
 

×100 

 
・収益性を判断する指標。 
・100%に近いほど収益性は高く，適切な
規模の投資ができているといえる。 

 
１日配水能力 

④ 料金回収率 

 

供給単価 

 

 
×100 

 
・給水に係る費用をどの程度給水収益で
賄えているかを表す指標。 

・回収率が100％を下回っている場合は，
適切な料金収入の確保や経費削減等の
取組などの対応が必要。 

 

給水原価 

⑤ 自己資本構成
比率 

 
資本金 

＋剰余金  
＋評価差額等 
＋繰延収益 

  
 
 
 
 
 
  

×100 

 
・総資本(負債及び資本)に占める自己資
本の割合を表す指標。 

・水道事業は施設の建設費の大部分を企
業債によって調達していることから自
己資本構成比率が低くなる傾向がある
が，経営安定化のためには自己資本の
造成が必要。 

 

総資本 
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第４章 将来の事業環境 

 

 (1) 水需要（契約水量）の予測 

      給水区域内の一部に未利用地が存在しますが，県の工業団地は完売していることなど

から，今後，大幅な契約水量の増加は見込まれない状況です。 

   一方，令和７年度に実施した「今後の工業用水の利用見通し等に関するアンケート調

査」において，ほとんどの受水事業者が「現状維持」と回答していることや，契約水量

を超えて工業用水を使用する超過使用水量が毎年一定程度発生していることなどを踏

まえ，計画期間内（令和８年度から令和 12 年度までの５年間）の契約水量は概ね横ばい

で推移するものと予測します。 
 

 (2) 料金収入の見通し 

      契約水量を横ばいと見込むことから，給水収益も同様に横ばいで推移するものと予測

します。 
 

 (3) 施設の見通し 

      計画期間内の施設等の更新計画については，以下のとおりです。 

  ① 県単独施設 

      ア 浄水・配水場内施設 

     計画期間においては多額の費用を要する更新等の予定はありません。 
 

   イ 配水管 

     １号用地，２号用地の配水管は法定耐用年数を経過していますが，全ての配水管

に電気防食を施しているため劣化の進行が遅く，令和４年度に実施した国の「工業

用水道施設更新・耐震・アセットマネジメント指針」に基づく更新診断では，健全

な状況との結果を得ました。 

     また，配水管の老朽化を原因とする漏水事故も発生していないことから，計画期

間においては，施設更新の予定はなく，部分的に劣化している水管橋改修工事等を

順次実施しているところです。 
 

  ② 共同施設 

  ア 取水・導水施設（鹿児島市水道局との共同施設） 

    既に法定耐用年数を経過している電気防食設備などの機械・装置の更新等を行っ

ています。 

         設備等の更新は鹿児島市水道局において実施し，県は協定書で定めた負担割合

（20/75）に基づき費用を負担します。 
 

   イ 川辺ダム（河川管理者，鹿児島市水道局との共同施設） 

長期的な視点を踏まえて，ダム管理設備の維持管理及び更新等をより効果的・効

率的に推進していくことを目的として河川管理者が策定した「川辺ダム長寿命化計 
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画」に基づき改修工事を行っています。 

改修工事等は河川管理者が実施し，工業用水道部は協定書で定めた負担割合

（58/1000）に基づき費用を負担します。 

 

 (4) 組織の見通し 

計画期間内においては，現在の組織（人件費支弁職員４名）のまま推移する見通しで

す。 
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第５章 経営の基本方針と戦略目標 

 

 (1) 工業用水の安定供給 

   工業用水道事業は，企業の経済活動を支える重要な産業基盤としての役割を担ってお

り，工業の健全な発展や地域産業の振興に寄与するものです。 

   本県の工業用水道事業は，鹿児島臨海工業地帯１号用地，２号用地への企業の立地条

件の整備の一環として重要な役割を果たし，地域経済の発展や雇用創出などにも貢献し

ています。 

   このような中，永田川施設の老朽化や安定的な水量確保の観点から，将来にわたって

サービスの提供を安定的に継続できるよう，平成 31 年４月に万之瀬川施設に移行した

ところであり，引き続き，施設等の適切な管理・運用を図り，低廉な工業用水の安定供

給に努めてまいります。  
 

 (2) 持続可能な経営の確保 

   公営企業は，公共性と経済性を発揮し，独立採算を維持することが求められることか

ら，万之瀬川施設への移行に伴う建設費や維持管理費を賄って，本県の工業用水道事業

を安定的に運営していくために，平成 27 年度から令和３年度にかけて段階的な料金改

定を実施したところです。 

     今後とも，経営成績や財政状態を明らかにしながら合理的かつ効率的な経営の確保に

努め，将来にわたって自己財源により事業を継続できるよう，経営の健全化に努めてま

いります。 
 

【計画期間における戦略目標】令和７年度以降の単年度純損益の黒字化 
経営の基本方針を達成するための計画期間内の戦略目標として，令和７年度以降も単

年度純損益の黒字化を目指して事業経営に取り組んでまいります。 
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第６章 投資・財政計画（収支計画） 

 

 (1) 収益的収支 

① 投資・財政計画（収支計画）の概要 

料金改定等に伴い，令和４年度から令和６年度の収益的収支は黒字となっています。 

引き続き，契約水量の維持に努めるとともに，人件費，委託料等の事業運営に要する経

費の削減に努めることなどにより，令和７年度以降も，単年度純損益の黒字が維持される

見通しです。 
 
 
◇収益的収支 

 

  ② 投資・財政計画の策定の考え方（計画期間内の計上額の説明） 

      ア 料金収入  

今後の需要は概ね横ばいで推移する前提で計上しています。(料金単価：45 円/㎥） 
 

      イ 長期前受金戻入  

令和６年度末時点の償却資産及び今後実施予定の改修工事等に基づき試算した額を

計上しています。 
 

      ウ  職員給与費  

令和７年度以降は令和７年度当初予算額で計上しています。 
 

      エ 委託料  

令和７年度以降は過去の実績に基づく伸び率を勘案して計上しています。 

  

（単位：千円）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 244,048 253,163 274,945 276,583 266,063 266,561 260,501 260,501 261,215 260,501 260,501 260,501

(1) 244,024 253,128 274,915 276,565 266,048 266,543 260,484 260,484 261,198 260,484 260,484 260,484

(3) 24 35 30 18 15 17 17 17 17 17 17 17

２． (B) 104,309 131,638 182,187 112,999 94,336 94,924 93,673 92,618 90,473 87,755 85,637 83,399

(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 101,441 131,594 182,115 112,943 94,191 93,833 92,411 91,356 89,211 86,493 84,375 82,137

(3) 2,868 44 72 56 145 1,091 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262

(A)+(B)= (C) 348,357 384,801 457,132 389,582 360,399 361,485 354,174 353,119 351,688 348,256 346,138 343,900

１． 511,918 418,222 474,818 332,330 324,350 327,981 331,337 331,679 330,900 318,918 304,391 300,146

(1) 30,766 28,160 31,621 26,250 30,316 31,407 35,088 35,088 35,088 35,088 35,088 35,088

(2) 117,810 180,527 105,042 100,072 104,613 107,303 108,915 110,584 112,313 114,103 115,957 117,877

1,733 80,927 10,522 377 135 251 251 251 251 251 251 251

53,794 44,262 40,859 38,550 41,487 45,371 46,983 48,652 50,381 52,171 54,025 55,945

48,647 45,835 46,665 53,902 55,897 54,997 54,997 54,997 54,997 54,997 54,997 54,997

13,636 9,503 6,996 7,243 7,094 6,684 6,684 6,684 6,684 6,684 6,684 6,684

(3) 212,042 209,535 204,696 206,008 189,421 189,194 187,334 185,794 183,499 169,622 153,346 147,181

(4) 151,300 0 133,459 0 0 76 0 214 0 105 0 0

２． 18,965 29,945 7,340 4,493 4,138 3,733 3,323 4,021 5,919 18,432 19,728 20,274

(1) 8,465 7,925 7,340 4,493 4,138 3,733 3,323 4,021 5,919 18,432 19,728 20,274

(2) 10,500 22,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 530,883 448,167 482,158 336,823 328,488 331,714 334,660 335,700 336,819 337,350 324,119 320,420

(E) △ 182,526 △ 63,366 △ 25,026 52,759 31,911 29,771 19,515 17,419 14,870 10,907 22,019 23,480

(F) 803,448 634,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G) 666,990 0 6,847 2,556 0 0 0 0 0 0 0 0

(H) 136,458 634,986 △ 6,847 △ 2,556 0 0 0 0 0 0 0 0

(E)+(H) △ 46,068 571,620 △ 31,873 50,203 31,911 29,771 19,515 17,419 14,870 10,907 22,019 23,480

そ の 他

料 金 収 入

そ の 他

営 業 収 益

補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

営 業 外 収 益

 収   入   計

負担金補助及び交付金

修 繕 費

委 託 料

 支   出   計

特 別 利 益

特 別 損 失

営 業 費 用

職 員 給 与 費

経 費

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ）

経 常 損 益 (C)-(D)=

特 別 損 益 (F)-(G)=

減 価 償 却 費

資 産 減 耗 費

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

収

益

的

支

出

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

Ｒ７年度
（決算見込）

Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 Ｒ12年度
Ｒ元年度
（決算）

Ｒ２年度
（決算）

Ｒ３年度
（決算）

Ｒ４年度
（決算）

Ｒ５年度
（決算）

Ｒ６年度
（決算）
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      オ 資産減耗費  

永田川施設の撤去工事費や帳簿価格の除却費用（令和３年度で完了）及び今後実施予

定の改修工事等に基づき試算した額を計上しています。 
 

      カ 支払利息  

各年度末の企業債残高（見込額）に基づき試算した額を計上しています。（令和８年

度以降金利見直しが見込まれています。） 
 

      キ 上記以外の費用  

令和６年度決算ベースで計上しています。 
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(2) 資本的収支 

① 投資・財政計画（収支計画）の概要 

計画期間内においては，大規模な施設・設備の更新等の予定はありません。 

取水施設や配水管，水管橋，川辺ダム施設について，耐用年数を経過した一部の設

備・機械の更新や施設の長寿命化を目的とする改修工事を計画しています。 

投資の財源については，費用負担の平準化を図る観点から企業債を活用する予定です

が，活用にあたっては，投資額や金利負担等を考慮して判断することとします。 

企業債償還額については，令和７年度がピークとなり，その後，徐々に減少する見込

みです。 
 
 
 
◇資本的収支 

 
 

  ② 投資・財政計画の策定の考え方（計画期間内の計上額の説明） 

      ア 建設改良費  

計画期間内に予定される県単独施設（配水管等）の改修費用，鹿児島市水道局や河川

管理者との共同施設の更新等に係る負担金額を計上しています。 

令和７年度までは実績額（実績見込額），令和８年度以降は，「Ｒ８～Ｒ12 建設改

良費見通し（次ページのとおり）」に基づき計上しています。 
 
 
 
 
  

　 （単位：千円）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． 99,500 46,500 0 0 0 0 0 0 36,900 20,000 20,000 55,000

７． 54,042 222,693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

９． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A) 153,542 269,193 0 0 0 0 0 0 36,900 20,000 20,000 55,000

１． 101,213 71,251 2,248 13,830 15,384 10,027 15,897 34,773 37,908 22,174 21,061 55,033

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 59,746 72,158 80,956 108,893 166,589 173,166 177,428 169,877 140,836 140,941 134,976 105,344

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(B) 160,959 143,409 83,204 122,723 181,973 183,193 193,325 204,650 178,744 163,115 156,037 160,377

(A)-(B)= (C) 7,417 △ 125,784 83,204 122,723 181,973 183,193 193,325 204,650 141,844 143,115 136,037 105,377

１． 7,417 △ 125,784 83,204 122,723 181,973 183,193 193,325 204,650 141,844 143,115 136,037 105,377

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 7,417 △ 125,784 83,204 122,723 181,973 183,193 193,325 204,650 141,844 143,115 136,037 105,377

(C)-(D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(F) 3,165,352 3,139,694 3,058,738 2,949,845 2,783,256 2,610,090 2,432,662 2,262,785 2,158,849 2,037,908 1,922,932 1,872,588

補 て ん 財 源 不 足 額

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額
に不足する額

補

て

ん

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

計

計

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

補 助 金 返 還 金

計

Ｒ12年度
Ｒ６年度
（決算）

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

Ｒ７年度
（決算見込）

Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度
Ｒ元年度
（決算）

Ｒ２年度
（決算）

Ｒ３年度
（決算）

Ｒ４年度
（決算）

Ｒ５年度
（決算）
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○R8～R12 建設改良費見通し 

（単位：千円） 
 

施設区分 
 

 
R８年度 

 
R９年度 

 
R10年度 

 
R11年度 

 
R12年度 

 
合 計 

 
県単独施設 

 

 
10,155 

 
20,000 

 
22,116 

 
20.000 

 
20,000 

 
92,271 

鹿児島市との共同施設 
（負担金） 

 
22,614 

 
16,974 

 
 

 
 

 
35,033 

 
74,621 

 
川辺ダム（負担金） 

 

 
2,004 

 
934 

 
58 

 
1,061 

 
 

 
4,057 

 
合 計 

 

 
34,773 

 
37,908 

 
22,174 

 
21,061 

 
55,033 

 
170,949 

 

・ 令和８年度から令和 12 年度までの間，県単独施設においては，水管橋伸縮継手改修

工事等が見込まれています。 

・ 鹿児島市との共同施設においては，取水場・導水管等の改良工事が見込まれています。 

・ 川辺ダムにおいては，長寿命化対策工事が見込まれています。 
 
 
 
     イ 企業債償還金  

既借入分の各年度の償還額に今後借入予定分の償還予定額を加算して計上していま

す。 
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(3) 資金収支 

① 資金収支 

企業債償還額の減少に伴い，令和８年度以降，資金収支は徐々に改善する見込みです。 

永田川施設整備に係る企業債償還が令和 11 年度で終了するにも関わらず，資金収支の

赤字が継続する見込みです。 

引き続き，資金収支の改善に取り組む必要があります。 
 

  ② 資金残高 

    令和４年度末から令和 12 年度までの間，資金残高が約 4.3 億円減少する見込みです

が，資金不足の恐れはありません。 
 
 
 
◇資金収支・資金残高（Ｒ元～Ｒ１２） 

 
 
 

【参考】投資・財政計画表（Ｒ７～Ｒ12年度抜粋） 
（単位：千円） 

年度  
 
 区分 

 
R７年度 

 
R８年度 

 
R９年度 

 
R10年度 

 
R11年度 

 
R12年度 

収益的収支 
(単年度純損益) 

 
19,515 

 
17,419 

 
14,870 

 
10,907 

 
22,019 

 
23,480 

 
資本的収支 

 

 
△193,325 

 
△204,650 

 
△141,844 

 
△143,115 

 
△136,037 

 
△105,377 

 
資金収支 

 

 
△78,887 

 
△92,793 

 
△32,686 

 
△49,079 

 
△45,046 

 
△16,852 

 
資金残高 

 

 
1,081,112 

 
988,319 

 
955,633 

 
906,554 

 
861,508 

 
844,656 

 
 
 
 
  

　 （単位：千円）

年　　　　度

　　区　　　　　分

△ 46,068 571,620 △ 31,873 50,203 31,911 29,771 19,515 17,419 14,870 10,907 22,019 23,480

101,441 131,594 182,115 112,943 94,191 93,833 92,411 91,356 89,211 86,493 84,375 82,137

268,156 201,856 285,514 208,564 189,421 189,270 187,334 185,794 183,499 169,622 153,346 147,181

(A) 120,647 641,882 71,526 145,824 127,141 125,209 114,438 111,857 109,158 94,036 90,991 88,525

(B) △ 7,417 125,784 △ 83,204 △ 122,723 △ 181,973 △ 183,193 △ 193,325 △ 204,650 △ 141,844 △ 143,115 △ 136,037 △ 105,377

231,230 767,666 △ 11,678 23,101 △ 54,832 △ 57,984 △ 78,887 △ 92,793 △ 32,686 △ 49,079 △ 45,046 △ 16,852

493,726 1,261,392 1,249,714 1,272,815 1,217,983 1,159,999 1,081,112 988,319 955,633 906,554 861,508 844,656

Ｒ３年度
（決算）

Ｒ元年度
（決算）

Ｒ２年度
（決算）

Ｒ４年度
（決算）

Ｒ５年度
（決算）

Ｒ６年度
（決算）

Ｒ７年度
（決算見込）

Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 Ｒ12年度

資 金 残 高

長 期 前 受 金 戻 入

資 金 収 支 (A)+(B)

当 年 度 純 利 益 （ 又は 純 損 失 ）

減 価 償 却 費 等

減 価 償 却 費 等 前 利 益

資 本 的 収 支
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第７章 目標達成のための取組 

 

 (1)  契約水量の維持・拡大等による収益確保 

① 毎年実施している受水事業者との意見交換会等の機会を捉えて，工業用水の利用に関

する受水事業者の意見や要望等を把握し，可能な範囲で事業運営に反映させることなど

により，顧客満足度の向上を図り，契約水量の維持・拡大に努めてまいります。 
 

② 企業誘致担当部局等と連携して，給水区域内への企業の新規立地等に係る情報を収集

し，新規契約の獲得に努めてまいります。 
 

③ 工業用水の料金改定については，契約水量や決算の状況を踏まえるとともに，人件費

や物価，償還利息等の上昇分が適切に反映されるよう検討してまいります。 

（現在の料金：１㎥当たり 45 円（令和３年４月～）） 
 

 (2)  施設の効率的な運用等による費用削減 

① 共同施設管理者と連携して，工業用水の安定供給に配慮しつつ，施設等を合理的かつ

効率的に運用するとともに，凝集効果の高い薬品の使用などにより経費削減に取り組み

ます。 

また，事務事業の見直し等にも取り組んでまいります。 
 

② 定期的な点検等を通じて施設・設備の状況把握に努め，共同施設管理者と連携して予

防・保全機能を含む適時・適切な対策を講じることにより，施設等の長寿命化を図ってま

いります。 
 

③ 法定耐用年数等を基に策定した計画期間内の投資計画（資本的支出）の実施にあたっ

ては，定期点検結果等を踏まえ，過度の投資が発生することのないよう，実施時期や規模

等を十分に精査し，必要に応じて共同施設管理者と調整の上，計画を見直します。 
 

 (3) 事業運営の透明性の確保 

① 事業運営の透明性の確保のため，事業決算や施設等の更新計画などの戦略の進捗状況

等に関する情報について，受水事業者との意見交換会等を通じて積極的に提供してまい

ります。 
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第８章 経営戦略の事後検証・改定等に関する事項 

 

  本経営戦略においては，令和８年度以降，給水収益は概ね横ばいで推移するものと見込ん

でおりますが，人件費や物価，償還利息の上昇など社会・経済情勢の変化などにも適切に対応

できるよう経営戦略の進捗管理を行います。 
 

 (1) 毎年度の進捗管理 

     決算に基づき経営分析を行い，投資・財政計画（収支計画）との乖離が認められるとき

は，その原因を把握するとともに必要な対策を検討・実践します。 
 

 (2) 計画の見直し 

計画策定から５年が経過する令和７年度に投資・財政計画（収支計画）の実績を検証する

とともに，施設・設備の更新計画を見直し，戦略を改定しました。 

また，将来にわたって大幅な収入の減少が見込まれる事象や想定外の大規模な施設改修

等の必要が生じたときは，速やかに戦略を改定します。 
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用語の説明 

 

 

い 

 

 
 

か 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

き 

 
 

 

 

 

く 

 

 

 

け 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

委託料 

  委託料は，いわゆる一般的な外注費。本事業においては，施設の維持管理に係る

補助業務のほか，機械設備の精密点検等の業務に係る外注費。 
 

鹿児島臨海環境整備基金 

 鹿児島臨海工業地帯の環境整備を図るため設置された基金。鹿児島臨海工業地帯

１号用地及び２号用地が完売したこと，工業用水道事業の運営を万之瀬川施設に移

行したことなどにより平成30年度に廃止。 
 

河川管理者 

  河川管理者は，川の治水・利水・環境整備の計画の策定や，河川改修工事や維持

管理を実施する。本事業の水源である二級河川万之瀬川水系万之瀬川の河川管理者

は鹿児島県知事。 
 

企業債 

  地方公営企業が行う建設改良等に要する資金に充てるために起こす地方債。 
 

給水収益 

  営業収入の一つ。工業用水の使用料収入。 

 

繰延収益 

  減価償却を行うべき固定資産の取得又は改良に充てるための補助金等の交付を受

けた場合に，長期前受金勘定をもって整理したもの。 

 

経常収益 

  損益計算上，通常の営業活動による利益のもととなるもの。 
 

建設仮勘定（の精算） 

  建設中の建物や構築物など，「未完成の固定資産」を計上するときに使用する固

定資産の勘定科目の１つ。本事業においては，万之瀬川施設への移行までの間，共

同施設に係る固定資産を建設仮勘定に計上していたが，移行に伴って固定資産本勘

定に振り替えるとともに，移行時点までの減価償却累計額相当額について，精算処

理した。 
 

建設工事費デフレーター 

  建設工事に係る「名目工事費額」を基準年度の「実質額」に変換する指標。 

 総務省がとりまとめる「基準経済指数」に位置づけられており，５年毎に基準年

を改定する。 
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せ 

 

 

 
 

そ 

 

 

 

 

 

 

 

た 

 

 

 
 
 

工業用水道施設更新・耐震・アセットマネジメント指針 

  施設の老朽化対策及び耐震化事業を機能面，財政面から適切に計画するための指

針。本事業においても，施設を｢土木施設・建築施設｣，｢機械・電気・計装設備｣，

｢管路｣の３つに区分して，物理的劣化の度合い，機能的劣化の度合い，経済性，耐

震性及び経過年数の総合評価点数により，健全性評価を行っている。 
 

資産減耗費 

  固定資産の処分に伴い帳簿価格を除く（除却）際に，この固定資産の減価償却費

として費用化されていない額，及び建物等の取り壊しに要する費用。 
 

資本的収支 

  主として資産の取得に係る支出・収入。本事業において，資本的支出は，施設の

整備費や企業債の償還元金など。資本的収入は，施設整備に要する資金として借り

入れる企業債や工事負担金など。 
 

収益的収支 

 経常的な企業活動に伴い発生する収入と支出。本事業において，収益的収入は，

使用料収入など。収益的支出は，人件費や物件費などのほか，現金の支出を伴わな

い減価償却費等も含まれる。 
 

償却資産 

  固定資産のうち，土地や建設仮勘定を除いた減価償却を行う資産。 
 

責任水量制 

 契約水量の全部又は一部を使用しなかった場合でも，契約水量を使用したものと

見なして料金を徴収する制度。 

  契約水量を超えて使用した場合は，超過使用水量分の超過料金を徴収する。 
 

総務省通知 

  「公営企業の経営にあたっての留意事項について」 

  ・平成26年８月29日付 総務省自治財政局公営企業課長等通知 

 「「経営戦略」の策定推進について」 

  ・平成28年１月26日付 総務省自治財政局公営企業課長等通知 

  「経営戦略策定・改定ガイドライン」 

  ・平成31年３月29日付 総務省自治財政局公営企業課長等通知 

 

ダウンサイジング 

  水需要の減少や広域化，技術の進歩に伴い，施設更新などの際に施設能力を縮小

し，施設の効率化を図ること。本事業においては，水需要を考慮して，給水能力を

従前の29,000㎥/日から18,600㎥/日に縮小し，施設の効率化を図った。 
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り 

 

 

長期前受金 

  減価償却を行うべき固定資産の取得又は改良に充てるための補助金等の交付を受

けた場合において，その交付を受けた額に相当する額。 

 

長期前受金戻入 

  長期前受金を計上した資産の減価償却において，当年度減価償却額に占める補助

金相当額を取り崩して収益化した額。 

 

長寿命化 

  老朽化の進む設備や機械等が耐用年数を迎える前に効果的な改修や部品の交換等

を行うことにより，その耐久性を高めるとともに，ライフサイクルコストを縮減さ

せる延命措置。 

 

電気防食 

  地中に埋設している配水管（鋼管）に電気を流すことで，腐食の起こらない防食

電位に変化させて腐食を防ぐ。 

 

動力費 

  本事業においては，浄水・配水場内の機械設備等の稼働に係る電気料金。 

 

独立採算 

  公営企業で，その経費を事業経営による収入で賄う方式。 

 

内部検討会 

  本事業における新規契約の獲得に係る施策，施設の管理の在り方等について検討

を進めるため平成19年度に設置。工業用水課長，県産業立地課長，県河川課長で構

成する。 

 

内部留保資金 

  減価償却費などの現金出金を伴わない費用や，収益的収支における利益により企

業内に留保される自己資金。 

 

法定耐用年数 

  施設や設備等が本来の用途に使用できるとみられる推定年数。工業用水道事業に

おいては，地方公営企業法施行規則による年数を適用。 

 

流動資産 

  通常１年以内に現金化される財貨及び権利。本事業においては，現金預金や給水

収益に係る未収金など。 
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流動負債 

  通常１年以内に支払義務が到来する金銭債務。本事業においては，営業活動に係

る買掛金や１年以内に支払義務が到来する企業債の元金償還金など。 

 

累積欠損金 

  営業活動により欠損を生じ，繰越利益剰余金や利益積立金等で補填できなかった

各事業年度の損失の累積額。 
 
 

 

 


